
資料３-１ 

◎運営方式の比較  

直営方式及び民間委託の対応について、市の現状や主なメリット・
デメリットを踏まえ重要な項目の比較を行うと「表３」のとおりであ
る。  

【表３】  

項目  直営方式  民間委託  

人員の確

保  

 

・学校給食安全管理及び調
理管理の面から、調理作業
に必要な正規職員（調理員
）を採用する必要があるが
、一度採用となれば今後の
少子化などによる食数減と
なった場合の人員調整が難
しい。  
・嘱託職員や臨時職員につ
いても近年の人手不足を考
えると人員確保に懸念があ
る。   

・民間事業者の責任において
実施されることにより、常に
適正な人員が確保できる。  
・日々の業務内容・量に応じ
て、柔軟な人員配置がしやす
い。  
・ノロウイルスなどの病欠者
が出た場合に他から人員を配
置することができる。  

アレルギ

ー対応  

 

・アレルギー対応食のリス
ク軽減のためには実際に経
験を積み重ねることが不可
欠であることから、補充し
たとしても即時の対応は難
しい。  

・アレルギー対応食を経験し
ている事業者を選定すること
で開業当初から対応できる。  
  

食育  

 

 

 

 

・栄養教諭が調理時に個々
への直接指導をする必要が
あることから、食育活動に
注入する時間が制約される
。  

・栄養教諭が現場責任者への
指示を行えば、個々への指示
は現場責任者が行うため、食
育活動の時間が確保できる。  
・事業者の業務範囲に情報提
供や説明補助等の食育支援に
関する業務を含めることによ
り、事業者の協力を得ること
も可能である。  

災害時対

応  

 

・市職員ができる範囲にお
いて、対応することが可能
である。  

・原則として事業者は災害時
対応をする義務は発生しない
が、業務を遂行する上で被災
地外にも人員が確保されてい
る事業所であれば、被災地外
からの応援も可能である。  

食中毒発

生時対応  

・当該施設での給食提供が
一時的にできなくなった場
合、給食は中止となる。  
・市の責任において、事故
当時者等に賠償等行うこと
となるが、責任の所在は明
確である。   

・当該施設での給食提供が一
時的にできなくなった場合、
給食は中止となる。  
・事業者に帰責事由等がある
場合にも市が責任を負うこと
となるが、その後、市が損害
賠償等求めるため、事業者の
賠償能力も選定には重要とな
る。  


